
公 安 委 員 会

石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

令 和 八 年 五 月 二 十 日

石　 川　 県　 公　 安　 委　 員　 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規

　　　 則

（ 石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 石 川 県 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 延 滞 金 の 徴 収 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 公 安 委

員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 公 示 送 達 ）

第 十 一 条　 法 第 五 十 一 条 の 四 第 七 項 に 規 定 す る 公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面 の 様 式 は 、 弁 明 通 知 公 示 送 達 書 （ 別 記 様

式 第 十 一 号 ） に よ る も の と す る 。

２　 法 第 五 十 一 条 の 四 第 十 八 項 に 規 定 す る 公 示 送 達 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 公 示 送 達 書 （ 別 記 様 式 第 十 二 号 ） 又 は

督 促 状 公 示 送 達 書 （ 別 記 様 式 第 十 三 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。

　 別 記 様 式 第 二 号 （ 裏 ） 中 「納付命令の場所」 を 「納付命令の措置」 に 、

「　　石川県公安委員会の掲示板（石川県金沢市鞍月１丁目１番地所在）

　⑸　公示による納付命令は

　

氏名ではなく　この弁明通知書の番号を⑷の掲示板に表示することにより行　 を　　　　

います

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「　　公示による納付命令は　氏名ではなく　この弁明通知書の番号を石川県警察本部のウェブサイトに掲載

　　するとともに　当該番号が記載された書面を石川県公安委員会の掲示板（石川県金沢市鞍月１丁目１番地　に

　　所在）に掲示することにより行います

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

改 め る 。

（ 特 例 施 設 占 有 者 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 特 例 施 設 占 有 者 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 第 二 条 第 三 項 、 第 三 条 及 び 第 四 条 第 三 項 中 「 掲 示 し て 」 を 「 掲 示 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 閲 覧

に 供 す る 方 法 に よ り 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 公 安

委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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　　 題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 石 川 県 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す

　 る 条 例 施 行 規 則

　 第 一 条 中 「 こ の 規 則 は 、 国 家 公 安 委 員 会 の 所 管 す る 法 令 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法

律 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） 第 十 一 条 及 び 」 を 「 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 を 、 」 に

改 め 、 「 、 公 安 委 員 会 等 が 所 管 す る 手 続 等 を 」 を 削 り 、 「 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 」 を 「 お い て は 、 条

例 等 に 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ る 」 に 改 め る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 」

を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 第 五 号 か ら 第 九 号 ま で を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 及 び 」 を

削 る 。

　 第 四 条 第 一 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 又 は 」 を 削 り 、 同 条 第 五 項 中 「 法 令 等 」 を 「 条 例 等 」 に 改 め

る 。

　　 第 五 条 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 五 項 又 は 」 を 削 る 。

　　 第 六 条 第 一 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 又 は 」 を 削 る 。

　　 第 七 条 を 削 る 。

　　 第 八 条 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 八 条 第 一 項 又 は 」 を 削 り 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

　　 第 九 条 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 九 条 第 一 項 又 は 」 を 削 り 、 同 条 を 第 八 条 と す る 。

　 第 十 条 第 一 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 四 項 及 び 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第

四 項 及 び 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 九 条 第 三 項 及 び 」 を 削 り 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

　　 第 十 一 条 及 び 第 十 二 条 を 削 り 、 第 十 三 条 を 第 十 条 と す る 。

（ 石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 五 号 中 「 小 松 市 体 育 施 設 条 例 」 を 「 小 松 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 」 に 、「 掲 げ る 体 育 施 設 」 を 「 掲 げ る ス ポ ー

ツ 施 設 」 に 改 め 、 同 条 中 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 同 条 第 十 二 号 中 「 及 び 別 表 第 二 」 を 削 り 、 同

号 を 同 条 第 十 三 号 と し 、 同 条 中 第 十 一 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 十 一　 か ほ く 市 総 合 体 育 館 条 例 （ 令 和 五 年 か ほ く 市 条 例 第 二 十 号 ） 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 総 合 体 育 館

　　 第 二 条 第 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 十 五　 川 北 町 体 育 施 設 条 例 （ 令 和 六 年 川 北 町 条 例 第 六 号 ） 第 二 条 の 表 に 掲 げ る 施 設

　 第 二 条 第 二 十 号 中 「 第 二 条 の 表 」 を 「 別 表 第 一 」 に 改 め 、 同 条 第 二 十 一 号 中 「 第 二 条 に 規 定 す る 」 を 「 第 二 条 の

表 に 掲 げ る 」 に 改 め る 。

　　 第 十 二 条 第 二 項 中 「 同 条 例 」 を 「 手 続 条 例 」 に 、 「 第 十 五 条 第 三 項 後 段 」 を 「 第 十 五 条 第 四 項 後 段 」 に 改 め る 。

　　 第 十 五 条 中 「 同 条 例 」 を 「 手 続 条 例 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。
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